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介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）では，その基本方針である居宅生活復帰を念頭に
置いて，入所者が自立した日常生活を営むことを目指し，機能訓練指導が行われている。この
機能訓練の実施に対し，現在は個別機能訓練加算が算定されているが，この加算は平成18年度
から導入されたもので，以前は常勤の理学療法士等の配置加算という算定方式であった。本研
究では，機能訓練の加算方式が改定された平成18年前後の状況を比較し，現制度下での介護老
人福祉施設における機能訓練の現状と課題を示し，今後の方策について考察する。
老人福祉法と介護保険法ならびに諸基準の解釈と，厚生労働省大臣官房統計情報部「平成18

年社会福祉施設等調査報告の概況」および「平成18年介護サービス施設・事業所調査結果の概
況」を参考とするほか，著者が平成16年と19年に実施した「介護老人福祉施設における機能訓
練の実態調査」をもとにまとめた。対象は，東京都内６カ所の介護老人福祉施設で，調査内容
は，施設概要と施設環境（施設内外の環境，入所者の処遇，就労実態，公表内容との相違等），
機能訓練の実態について，現地にて聞き取りおよび一部参与観察にて調査した。聞き取り調査
は主に施設長，機能訓練指導員に対して実施し，参与観察は機能訓練実施場面を直接観察した。
介護老人福祉施設は，施設数，入所定員，在所者数すべてにおいて年々増加し，入所者の構

成割合では高齢化が進み，平均要介護度の上昇も認められた。入所者の生活状況は，寝たきり
が平成15年では70.8％，平成18年では73.7％と多くの割合を占めていた。機能訓練の実施に際
して，専門性に応じた役割分担的な職務形態をとる傾向がみられた。入所者に対する実施割合
ついては，平成16年ではすべての施設において常勤の理学療法士等の配置加算の算定を行って
いたが，全入所者を対象としていたのは１施設のみであった。平成19年では全入所者を実施対
象とする施設は存在せず，すべての施設において実施割合が減少していた。機能訓練によって
入所者の要介護度の変化は平成16年，19年ともに認められなかった。入所者の居宅生活復帰に
向けた取り組みについて，すべての施設が機能訓練のみと回答していたが，実現は極めて稀で
困難な課題であることがわかった。
介護老人福祉施設において，機能訓練がその目的を果たすためには現行制度ではあまりに脆

ぜい

弱
じゃく

である。より高頻度で継続的な機能訓練が入所者に対し行われる環境にするためには，実施
体制の整備が急務であり，居宅生活復帰の実現には復帰後の地域でのサポート体制の充実が必
須である。しかし，単に制度改革を望むことは現実的には困難であり，現状において既存の体
制化で何らかの有効な方策を考えることも必要である。今後の研究課題として取り組みたい。

介護保険，介護老人福祉施設，機能訓練，居宅生活復帰
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Ⅰ

長寿高齢化が進む日本では現在，全人口に占
める高齢者の割合が５人に１人，平成37年には
3.5人に１人に到達すると予測されている。こ
れと同じく介護を必要とする高齢者の人口が急
増しているほか，障害の多様化，重度重複化，
疾病構造の変化などにより障害者人口も増加し
ている。こうした中，社会における高齢者介護
問題に対して，国民の共同連帯の理念に基づき，
保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目
的として，平成12年より介護保険法が施行され
地域での高齢者介護の促進が進められてきた。
その中で，介護老人福祉施設（特別養護老人

ホーム）は，老人福祉法12条の２に規定されて
いるように，身体上又は精神上著しい障害があ
るために常時の介護を必要とされ，居宅におい
て介護を受けることが困難なものを対象として
おり，他のすべての介護施設と比較して最も重
篤な要介護者を対象としているといえる。その
基本方針は，居宅における生活への復帰を念頭
に置き，入所者がその有する能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるようにすること
を目指すことであり，その機能の改善または減
退防止の担い手として機能訓練指導員の配置が
義務付けられている。この基本方針に準じて考
えるならば，介護老人福祉施設において機能訓
練が有効に実施されるのであれば日常生活の自
立に寄与し，ひいては居宅生活復帰が実現でき
ることとなる。
機能訓練指導員の資格を有する職種には具体

的に６職種が指定されており，それぞれ理学療
法士，作業療法士，言語聴覚士，看護職員（看
護師・准看護師），柔道整復師，按摩マッサー
ジ指圧師がそれにあたる。人員数に関しては介
護老人福祉施設に１人以上の配置が義務付けら
れている。１人以上の配置とは，施設入所者が
100人までは１人，その端数を増すごとに常勤
換算日数で換算した人員の配置を必要としてい
る。機能訓練の実施によって期待される利益は，
日常生活上の諸機能の改善や減退防止のほか，

施設側には出来高払い制である個別機能訓練加
算による報酬がある。この加算は平成18年度か
ら導入されたもので，それ以前は常勤の理学療
法士等の配置加算というものが存在した。これ
は，指定職種が常勤で機能訓練指導員として配
置された場合，入所者数に応じて加算されるも
ので，加算基準を満たした施設が申請した場合
に入所者１人ごとに加算収益が得られる体制加
算であった。
本研究では，機能訓練の加算方式が改定され
た平成18年前後の状況を比較し，現制度下での
介護老人福祉施設における機能訓練の現状と課
題を示し，今後の方策について考察する。

Ⅱ

老人福祉法と介護保険法ならびに諸基準の解
釈と，厚生労働省大臣官房統計情報部「平成18
年社会福祉施設等調査報告の概況」および「平
成18年介護サービス施設・事業所調査結果の概
況」を参考とするほか，筆者が平成16年と19年
に行った「介護老人福祉施設における機能訓練
の実態調査」をもとにまとめた。本調査は，著
者が平成13年から18年にかけて当該施設におけ
る機能訓練に部分的関与をし，入所者に対し機
能訓練が十分に役割を果たす環境下にない実情
を経験したことから，他の施設における機能訓
練の状況を把握することを目的として実施した。
調査内容は，施設概要と施設環境（施設内外の
環境，入所者の処遇，就労実態，公表内容との
相違等），機能訓練の実態について，現地にて
聞き取りおよび一部参与観察にて調査した。聞
き取り調査は主に施設長，機能訓練指導員に対
して実施し，参与観察は機能訓練実施場面を直
接観察した。当初，施設選定のため100施設以
上に調査依頼を行ったが調査内容の性質上，同
意を得ることが難しく，立地条件による差異も
加味し，趣旨に賛同を得た東京都内６カ所（都
心近郊施設３カ所，郊外施設３カ所）の介護老
人福祉施設を調査対象とした。調査内容の管理
については，学術研究を目的とする場合を原則
として匿名性遵守により公表の承諾を得た。そ
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各年10月１日現在
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対 前 年

増減数 増減率(％)

施 設 数
総 数
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム1)

軽費老人ホーム
Ａ型
Ｂ型
ケアハウス

有料老人ホーム
(再掲)定員９人以下

定 員 （人）
総 数
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム1)

軽費老人ホーム
Ａ型
Ｂ型
ケアハウス

有料老人ホーム
(再掲)定員９人以下

在 所 者 数 （人）
総 数
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム1)

軽費老人ホーム
Ａ型
Ｂ型
ケアハウス

有料老人ホーム
(再掲)定員９人以下

資料 厚生労働省大臣官房統計情報部．平成18年 社会福祉施設等調査報告の概況．表８，文献1)
注 1) 特別養護老人ホームは，平成12年以降は「介護サービス施設・事業所調査」において，介護老人福祉施設として把握した数値であ

り，18年は，「介護サービス施設・事業所調査」において，地域密着型介護老人福祉施設として把握した数値も含む。

各年10月１日現在

資料 厚生労働省大臣官房統計情報部「平成18年介護サービス施
設・事業所調査結果の概況」図６，文献2)

注 平均要介護度は以下の算式により計算した。

平均要介護度＝ 在所者の要介護度の合計
要介護１～５までの在所者数の合計

各年９月

資料 厚生労働省大臣官房統計情報部「平成18年介護サービス施
設・事業所調査結果の概況」図７，文献2)

第56巻第２号「厚生の指標」2009年２月

のため，本稿における調査結果の記載は施設が
特定されない範囲での内容にとどめている。

Ⅲ

介護保険法の施行により，地域での高齢者介
護が促進されているが，介護老人福祉施設は施
設数，入所定員，在所者数すべてにおいて年々
増加している 。また，入所者の構成割
合では高齢化が進んでいるほか，平均要介護度
の上昇も認められる 。
入所者の生活状況に目を向けると，寝たきり

の入所者が，平成15年では70.8％，平成18年で
は73.7％と多くの割合を占めている 。
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各年９月

資料 厚生労働省大臣官房統計情報部「平成18年介護サービス施
設・事業所調査結果の概況」図８，文献2)

注 1) 全在所者を100とする（寝たきり者の状況および認知症の
状況の不詳を除く）。

2) 「寝たきり」のランクは，「障害高齢者の日常生活自立度
（寝たきり度）判定基準」による。

Ａ施設 Ｂ施設 Ｃ施設 Ｄ施設 Ｅ施設 Ｆ施設

全入所者に対する
機能訓練実施の割合

平成16年1) ３割程度 ５割５分程度 ６割５分程度 10割 ６割程度 ９割
19 ２割強 ５割程度 ５割程度 ４割程度 ５割弱 ９割未満

居宅生活復帰
に向けた具体的
取り組み

平成16年 機能訓練 機能訓練 機能訓練
（居宅生活復帰に向
け社会福祉協議会
と具体策を検討中）

機能訓練 機能訓練 機能訓練

19 機能訓練 機能訓練 機能訓練
（継続検討中）

機能訓練 機能訓練 機能訓練

入所者ごとの現状評価
平成16年 半年に１回実施 半年に１回実施 ２カ月に１回実施 １年に１回実施 実施せず 適宜実施
19 基準に準じて2)

機能訓練実施による
要介護度の変化

平成16年 なし なし なし なし なし なし
19 なし なし なし なし なし なし

入所者の退所機転

平成16年 ほとんどが
死亡退所ま
たは医療機
関入院

ほとんどが
死亡退所ま
たは医療機
関入院

ほとんどが死亡退
所または医療機関
入院

ほとんどが
死亡退所ま
たは医療機
関入院

ほとんどが
死亡退所ま
たは医療機
関入院

ほとんどが
死亡退所ま
たは医療機
関入院

19 ほとんどが
死亡退所ま
たは医療機
関入院

ほとんどが
死亡退所ま
たは医療機
関入院

ほとんどが死亡退
所または医療機関
入院

ほとんどが
死亡退所ま
たは医療機
関入院

ほとんどが
死亡退所ま
たは医療機
関入院

ほとんどが
死亡退所ま
たは医療機
関入院

入所者の居宅復帰数

平成16年
（過去４年）

なし １名（終末
期のため）

なし なし なし なし

19
（過去３年）

なし なし なし なし なし なし

入所希望者待機数
平成16年 600名 未回答 200名以上 700名程度 1,000名弱 600名

19 800名弱 未回答 200名以上 1,000名程度 1,000名弱 600名以上

注 1) 常勤の （理学療法士）等の配置加算はＡ～Ｆすべての施設において算定していた
2) 個別機能訓練加算の算定基準に準じ，指定評価票を用いて実施

基準に準じて2) 基準に準じて2) 基準に準じて2) 基準に準じて2) 基準に準じて2)

第56巻第２号「厚生の指標」2009年２月

機能訓練指導員の職種は，指定職種であれば

どの職種でもかまわず，調査対象施設において
も指定職種の配置がなされていた。６施設に共
通していたことは，日常的な機能訓練に関して
は按摩マッサージ指圧師が実施し，週１回の割
合で理学療法士もしくは作業療法士が評価や訓
練指導，機能訓練を実施していることであり，
調査対象が限定されているため一概にはいえな
いが，専門性に応じた役割分担的な職務形態を
とる傾向がみられた。

機能訓練の実施割合ついては，平成16年では
全入所者を対象としていたのは１施設のみで
あったが，すべての施設において常勤の理学療
法士等の配置加算の算定を行っていた。この算
定請求を施設側がする以上，必然的に全入所者
が機能訓練を実施されているものと考えていた
ため予想外の結果であった。平成19年では全入
所者を実施対象とする施設は存在せず，すべて
の施設において実施割合が減少していた。
入所者ごとの現状評価については，平成16年
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平成18年９月

資料 厚生労働省大臣官房統計情報部「平成18年介護サービス施
設・事業所調査結果の概況」図９，文献２）

注 1) 「その他」には不詳を含む。
2) 平均在所日数の（ ）内は，平成15年の数値である。

第56巻第２号「厚生の指標」2009年２月

では施設間でかなりのばらつきが認められてい
たが，平成18年では指定評価表による評価が義
務付けられ入所者ごとの評価が確実に実施され
る体制となっていた。
機能訓練実施による入所者の要介護度の変化

については，平成16年，19年ともにすべての施
設において変化は認められないという結果で
あった。具体的には，総じて入所者の現状維持
が限界で機能訓練指導員の人員不足を指摘して
おり，現在の入所者100人に対して１人という
人員の配置基準に問題があることを示唆してい
た。

入所者の居宅生活復帰に向けた取り組みにつ
いては，すべての施設で機能訓練のみと回答し
ていたが，実際に居宅生活復帰を果たした入所
者は過去７年間でわずかに１名であった。この
１名についても，入所者が終末期となり家族が
最後だけは自宅で面倒を看たいとの希望から退
所されたもので，退所理由のほとんどは死亡退
所か医療機関入院となっている。このことは，
厚生労働省の調査でも裏付けられており，退所
後の行き先が家庭である割合は1.4％と著しく
少数であり，介護老人福祉施設の基本方針であ
る居宅生活復帰の実現は極めて稀で困難な課題
であることがわかる 。

Ⅳ

日本において今後も高齢化が加速することは
周知の事実である。高齢者のすべてが健康を害
し介護に直結する訳ではないが必ず老化を経験
する。生体は，老化により形態学的，生理学的
側面の変化だけではなく，依存性の増加や抑う
つ傾向等の心理的加齢変化，労働状況や家庭内
での役割の変化等の社会的老化が問題となるこ
とも指摘されている3)。そのため，高齢者は健
康について問題を生じ，一度何らかの介護を必
要とする状態となった場合，以後継続的かつ段
階的にはよりいっそうの介護を要することとな
る。そもそも，介護老人福祉施設の入所者は常
時の介護を要する状態であり，積極的な機能訓

練の介入が必要不可欠なのは明らかである。
介護老人福祉施設の現状をみると，年を追う
ごとに施設数，入所定員，在所者数は増加し，
入所者の構成割合では高齢化と平均要介護度の
上昇が認められることから，今後も施設の役割
は増すばかりといえる。この施設の位置づけに
ついて介護保険法が施行される直前に，「今ま
で在宅復帰のための退所ルート確保という概念
のなかった特別養護老人ホームに対し，その方
法を確立させるように指導。高齢者の終のすみ
家としての役割を担ってきた特別養護老人ホー
ムも，これからは在宅復帰を目指す施設として，
そのありかたが大きく変化する。これからは，
地域における在宅介護の拠点施設としての役割
を積極的に担わなければ，施設の存在意義が希
薄となり，存続自体が危なくなる」4)と述べら
れている。結果をみる限り，在宅復帰を目指す
施設として大きく変化したとは考えられない。
また，地域における在宅介護の拠点施設として
の役割を積極的に担っているともいえない。先
の２つの指摘を改善できなければ施設の存在意
義が希薄となり存続自体が危なくなるとの指摘
もあるが，施設数は年々増加しておりその存在
意義は増すばかりといえよう。新聞紙面上では
全国の入所待機者が38万５千人に及ぶと紹介さ
れ（朝日新聞朝刊，Ｈ20.6.5.生活欄），今回調
査した施設においても，入所待機者は200名か
ら1,000名に及んでいた 。施設数の増加
が，入所希望者数に対応できておらず需要過多
の状況といえ，この事実も施設の存在危機とい
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う指摘を一蹴
いっしゅう

しているといえよう。介護老人福
祉施設の位置づけに対する指摘は，介護保険法
の目的と照らし合わせても理想的ではあるが，
現状では全く機能していないといえる。このよ
うな現状をかんがみるに，介護老人福祉施設の
基本方針を問い直す必要もある。施設を終のす
み家としてとらえる家族や入所者の認識がある
ことや，施設職員にも居宅生活復帰のための通
過施設という認識が欠けているものと推察され
る。しかし，介護老人福祉施設の置かれている
状況は極めて厳しく，真剣に居宅生活復帰を目
指すための施設という機能を持たせるのであれ
ば，現行制度ではインセンティブ（積極的な取
り組みを推進する誘因）に欠けており，介護量
軽減の実績評価や居宅生活復帰が実現した場合
には成功報酬的な枠組みの創設も望まれる。
介護老人福祉施設における機能訓練に関して

は，居宅生活復帰が実現できないばかりか，入
所者の多くが寝たきり状態であることから，日
常生活に必要な機能の改善やその減退防止にも
機能しておらず，その目的を果たすためには現
行制度はあまりに脆弱

ぜいじゃく

であるといわざるをえな
い。平成18年度からは機能訓練の算定方法が個
別機能訓練加算に変わり，これまで必要とされ
てこなかった開始時における利用者等に対する
計画内容の説明，多職種協同による個別機能訓
練計画の作成，機能訓練の実施と詳細の記載，
再評価と計画の見直し等，事務的作業の著しい
増加により機能訓練指導員の業務量が増大して
いる。より高頻度で継続的な機能訓練が入所者
に対し行われる環境にするためには，実施体制
の整備が急務であろう。そのためには，専門性
を加味した最低限の人員の充足が必要であるこ
とは明らかであるとともに，「介護に要する報
酬は，サービスの内容，時間などを十分吟味し，
診療報酬と同様，原価計算に依拠した科学的根
拠にもとづいて決定されるべきである」5)，と
指摘されているように，機能訓練実施に対し相
応の報酬を与える必要性もある。また，今後施
設からの居宅生活復帰が促進された場合，「わ
が国の高齢者の多くは自宅で最後をむかえたい
と希望し，一部の臨床医の観察によれば，在宅

患者のほうが が高く，医療費も低額であ
る。もし，老人本人や家族が在宅ケアを希望し
た場合に，それを可能にするような制度（在宅
ケア支援システム）の確立が求められてい
る」6)と述べられていることや，高齢者が安心
して地域で生活するためには，住環境整備，介
護保険，地域福祉権利擁護事業等の施策が有機
的に結びついたシステムが不可欠7)と指摘され
ていることからも，居宅生活復帰の実現には復
帰後の地域でのサポート体制の充実が必須であ
る。

Ⅴ

介護老人福祉施設における機能訓練の現状を
見る限りでは，基本方針である居宅生活復帰を
念頭に，自立した日常生活を目指す手段として
機能しているとは言い難い。機能訓練が有効な
手段となりうるような体制作りが必要であると
ともに，居宅生活復帰が実現可能な目標となり
得る地域サポート体制の確立が求められる。
しかし，単に制度改革を望むことは現実的に
は困難であることは明白であり，現状において
既存の体制化で何らかの有効な方策を考えるこ
とも必要であろう。今後の研究課題としたい。
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